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令和 ５ 年１２月２６日 

〇条例 

 小田原市漁港管理条例及び小田原市風致地区条例の一部を改正する条例 
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小田原市漁港管理条例及び小田原市風致地区条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   漁港漁場整備法の一部改正に伴い、同法の題名を引用する規定の整理を行うため

改正する。 

 ［内  容］ 

漁港漁場整備法の題名が漁港及び漁場の整備等に関する法律に改められることに

伴い、次の条例について、同法の題名を引用する規定を整備することとする。 

(1) 小田原市漁港管理条例（第１条関係） 

(2) 小田原市風致地区条例（第３条関係） 

 ［適  用］ 

令和 ６ 年 ４ 月 １ 日 



小田原市漁港管理条例及び小田原市風致地区条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

 

  令和 ５ 年１２月２６日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

小田原市条例第３１号 

小田原市漁港管理条例及び小田原市風致地区条例の一部を改正する条例 

次に掲げる条例の規定中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法

律」に改める。 

(1) 小田原市漁港管理条例（昭和３９年小田原市条例第７５号）第１条 

(2) 小田原市風致地区条例（平成２６年小田原市条例第３号）第３条第２１号 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


